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１．計画の概要 

１－１ 計画策定の趣旨 

本計画は、屋内遊戯施設の整備に向け、施設の設置目的のほか、整備候補地や施設の機

能・規模、概算事業費などに関する基本事項を策定し、今後の施設整備の指針とするもので

す。 

 

１－２ 屋内遊戯施設整備の背景 

近年、子どもの遊び場の整備に関するニーズが高く、特に天候に左右されず体を動かすこ

とができる屋内型の遊び場への要望が高まっています。沖縄県は気温 30 度以上の真夏日日

数が全国一多く、紫外線量も全国平均より高い水準となっており、健康被害の懸念や屋外遊

具の劣化が問題となっています。また、幼児期運動指針（平成 24 年 3 月・文部科学省）に

よると、幼児期の遊びを中心とする身体活動は、体力・運動能力の向上、意欲的な心の育

成、社会適応力の発達などのために重要であるとされています。しかし、現代社会では生活

が便利になっており、歩くことをはじめとした体を動かす機会が減少しています。また、核

家族化の進行や共働き世帯の増加など、子育て世代がおかれている社会環境は変化し続けて

います。また、親や子どもたちが抱えている悩みや不安についても、家族や学校のこと、近

所付き合い、家庭の経済的な問題など多岐にわたり、それぞれの家庭状況によって複雑かつ

多様な事情が多く見受けられます。 

子育ては親や家族が主体的に行っていくことが第一であるとの基本認識のもと、子育てが

喜びであり、楽しみであることを実感でき、一人ひとりの子どもが心身ともに健やかでたく

ましく育つことができる社会の実現に向け、「子どもを生み育てやすいまちづくり」を進め

ることは本市の責務と考えます。 

さらに、親への子育て負担の軽減を図り、子どもたちが安心して遊び、暮らせるまちづく

りを目指すために、子育て支援体制の充実を推進するとともに、地域で子育てをしていくと

いう観点を市民全体が抱けるような意識の醸成が一層求められています。 

「孤」育て・体験格差、子育てへの閉塞感が取り沙汰される社会状況の中、充実した遊び

場は子どもと過ごす保護者の助けとなり、子どもの居場所としても重要な拠点となります。

子どもが自主的に遊ぶことで保護者が休息する時間が確保できたり、子どもと一緒に遊んで

過ごしたり、このような環境も子育てをする上では重要です。 

これらのことから、天候に左右されず安全・安心に楽しく遊び、子育て世代が交流できる

場を提供し、子どもの健全な育成及び子育て環境の充実を図るために本施設を整備するもの

です。  
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１－３ 計画の位置づけ 

本計画は、市政の上位計画である「第５次豊見城市総合計画」との整合性を図りながら策

定します。 

 

第５次豊見城市総合計画 後期基本計画（令和 8 年度～令和 12 年度） 

「第５次豊見城市総合計画」（令和 3～12 年度）は、「Welcome
ウ ェ ル カ ム

な思いで ハートがつな

がり みんなで彩るまち とみぐすく」をまちづくりのテーマ（将来像）として、「子ども

を産み育てやすいまち とみぐすく」、「誰もが安心して暮らせるまち とみぐすく」、「地の

利を活かして持続的に発展するまち とみぐすく」の３つを政策展開の基軸としています。 

後期基本計画は、基本構想を具現化し、本市が目指すまちづくりのテーマ（将来像）を

実現するために必要な施策等を体系的に整理したものです。施策分野４－７では次のよう

に掲げられています。 

 
  

施策分野 4-7 公園・緑地の整備 

1 .公園の魅力創出、機能強化、整備 

計画的な施設、設備(遊具等)の更新・改築については、暑さ対策の観点も加え、 

高架下空間の有効活用も視野に入れ、屋内公園の整備を検討します。 

第５次豊見城市総合計画 

豊見城市屋内遊戯施設整備基本計画 

上位計画 

本計画 
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２．子ども・子育てを取り巻く現状と課題 

２－１ 子ども・子育てを取り巻く現状と課題（国） 

日本社会は、過去に経験したことのないスピードで少子化が進行しており、子どもや子育

て家庭を取り巻く環境は大きく変化しています。国は、このような状況を「少子化は、わが

国が直面する、最大の危機である。」と捉え、子どもが健やかに育ち、子育て家庭が安心し

て暮らせる「こどもまんなか社会」の実現を最重要課題として掲げています。 

 

（１）深刻化する少子化 

少子化は顕著に進行しており、2024 年の年間出生数は統計開始して以来初めて 70 万人

を下回る約 68 万人と過去最少を更新し、2025 年にはさらなる減少が見込まれています。 

また、2024 年の合計特殊出生率は人口維持に必要な水準（約 2.07）を大きく下回る

1.15 であり、未婚化・晩婚化による結婚年齢の上昇や未婚者の増加が、この少子化の一因

となっています。 

 

（２）子育て期の経済的負担感 

子育て世帯の多くが教育費や生活費などに経済的な負担を感じており、特に多子世帯や

低所得世帯では子どもの貧困問題が依然として深刻となっています。 

 

（３）子どもの遊びの変化 

子どもの発達環境が大きく変化する中、身体を使った遊びの減少により、身体能力の低

下や自発的な学びの機会喪失が懸念されています。また、デジタルデバイスの普及と長時

間利用は、子どもの生活時間や遊びの内容を変容させ、運動不足、コミュニケーション能

力や社会性の低下、創造性・集中力の減退、生活リズムの乱れといった多岐にわたる影響

が指摘されています。 

これらの複合的要因は子どもの健全な発達、特に非認知能力の育成に深刻な影響を及ぼ

すため、バランスの取れた生活と多様な経験を通じた成長環境の整備が喫緊の課題となっ

ています。 

 

（４）家庭の教育力の低下 

共働き世帯の増加や親の多忙化により、子どもと向き合う時間や精神的余裕が減少する

中で、子育てに関する知識や経験不足、孤立感の増加から、しつけや生活習慣形成、子ど

もの自己肯定感育成に課題を抱える家庭が増加しております。 

このような状況は、非認知能力の育成において重要な役割を担う家庭教育が、その機能

を果たせなくなることにもつながっています。さらに、核家族化の進行や地域のつながり

の希薄化によって子育て世帯が孤立しがちな現状となっており、地域全体で子育てを支え

る機能の強化が求められています。  
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２－２ 子ども・子育てを取り巻く現状と課題（県・市） 

沖縄県の子ども・子育てを取り巻く現状は、全国と比較して特有かつ深刻な課題を抱えて

います。特に子どもの貧困率は全国で最も高く、所得水準の低さやひとり親世帯の多さが複

合的に影響し、多くの家庭が経済的困難に直面しています。 

戦後何にもない環境の中「なんくるないさ（どうにかできる）」という心持ちで乗り越え

てきた沖縄の精神は、いつしか子育てに必要な子どもと関わる時間が欠けても「なんくるな

いさ」と捉えられることも見受けられ、ひとり親世帯や共働き世帯の多さや経済的要因が子

育て環境の課題に拍車をかけています。 

 

（１）天候・気候 

沖縄県は、気温 30 度以上の真夏日日数が全国一多く、熱中症や屋外遊具の表面温度の

高温化などが課題となっています。また、年間降水日数も全国平均より多いため、年間を

通して屋外で遊ぶ時間が短いことが懸念されており、子ども達が思い切り遊べる環境が求

められています。さらに、紫外線量は年間を通して高い水準にあり、全国平均と比較して

約 1.7 倍の数値となっています。子どもは大人と比べて皮膚が薄く、紫外線による悪影響

を受けやすいため、安全に遊ぶための対策が必要となります。併せて、紫外線による遊具

の劣化で使えない遊具の更新も課題となっています。 

・全国 11 都市における昼間の日最高暑さ指数（WBGT） 

 

R6 年５月～10 月（184 日間）「危険(31 以上)・厳重警戒(28 以上 31 未満)」の月別日数 

区分 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 計 

札幌 0 0 5 8 0 0 13 

仙台 0 0 16 26 9 0 51 

東京 0 8 25 29 20 4 86 

名古屋 0 4 27 29 24 1 85 

新潟 0 0 18 30 10 0 58 

大阪 0 3 25 29 23 1 81 

広島 0 0 21 27 20 0 68 

高知 0 4 28 29 24 5 90 

福岡 0 6 27 28 28 2 91 

鹿児島 0 6 28 29 27 6 96 

那覇 8 18 31 31 27 25 140 

※環境省熱中症予防情報サイト 
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・沖縄県内における熱中症による救急搬送人員 

R2：804 人、R3：832 人、R4：1,102 人、R5：1,059 人、R6：1,468 人、R7：1,513 人 

※総務省消防庁「熱中症による救急搬送人員」 

 

・年間降雨日数 

区分 R3 R4 R5 

沖縄県 131 日(10 位） 162 日(5 位) 124 日(13 位) 

全国平均 116 日 111 日 110 日 

※総務省統計局「統計でみる都道府県のすがた」、e-Stat（政府統計ポータルサイト） 

 

・紫外線（日最大 UV インデックス（解析値）の年間推移グラフ） 

R6 年 

 
※気象庁>各種データ・資料>>>>日最大 UV インデックス(解析値)の年間推移グラフ 
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（２）外遊び 

現代社会における利便性の向上や生活様式の変化に伴い、子どもたちが外で体を動かす

ことが減少し、ゲームや動画、習い事などに費やす時間が増加しています。この状況は、

運動不足など子どもの心身の発達に様々な影響を与える可能性が指摘されています。 

スポーツ庁が実施する「全国体力・運動能力、運動習慣等調査（令和７年度）」による

と、1 週間の総運動時間が 420 分未満（＝1 日平均 60 分未満）にとどまる児童生徒が全

体の約半数を占めており、特に沖縄県の児童は、車社会であること等を背景に肥満傾向児

の割合が全国平均と比較して高い水準で推移しています。運動習慣においては、全く運動

しない児童と 420 分以上運動する児童の割合がともに全国平均より高く、運動習慣の二極

化が進んでいる傾向が見られます。 

・肥満傾向児の割合［小学校５年生］（R2 年度はコロナで未実施） 

   

・１週間の総運動時間［小学校５年生］（R7 年度） 
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２－３ 市民からの意見 

①豊見城市こども未来アンケート 

目 的：親と子が健やかに暮らすことができる切れ目のない子育て支援施策の充実を図

るとともに豊見城市が抱えている子育て環境の諸課題に取り組み、子育て環境

の充実を図ることを目指す「こども改革」を推進するため、子育てに関する現

状や施策の重要度などを把握するため実施しています。 

 

回答数：838 件（回答率：33.5％） 

 

【アンケート結果（概要）】 

Ｑ８. 豊見城市の子育て環境に満足していますか。 

子育て環境への満足度は、「満足」と「やや満足」を合わせると半数に近い一方で、

「やや不満」または「不満」が 23％となっています。自由記述からは、子どもが安心し

て遊べる場所を求める声が挙がっています。 

 

 自由記述回答結果一覧（一部抜粋） 

・もっと公園やイーアスなど室内で遊べるところがほしい。 

・この暑い沖縄では、行く場所も限られている。昔とは違うのだからもっと室内で子

供が遊びながら学べる体験ができる大型施設を作って欲しい。 

・室内で遊べる施設があるとありがたいです。 

・子どもが安心して遊べる公園や、広場など、地域毎にあるといいなと思います。 

・公園が少ない（遊具）。 

・小さな子の遊べる公園が少ない。 
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Ｑ９. 育児において、悩みや不安、気になることはありますか。 

「経済負担に関すること(勉学費用、習い事費用、食費、医療費など、こどもに係る費

用全般)」が 49％と最も多く、「こどもが遊ぶ環境や場所に関すること」は 22％となっ

ています。自由記述からは、暑さ対策が施された遊び場の要望がうかがえます。 

 

 自由記述回答結果一覧（一部抜粋） 

・昨今は暑さで外遊びも難しいが、小学生が遊びに行ける施設がない。 

・真夏の暑い日に遊べる水場や、室内の遊び場を増やしてほしい。 

・炎天下でも屋根付きで体を動かしたり、集まれる場所があると良い。 

・家の近くに子どもたちが遊べる場所や施設がなく、どうしても家の中でゲームや

YouTube などの遊びになってしまう。ゲーム等が駄目という訳ではないのですが、

友だちと外で思い切り身体を動かして遊べる環境があればな、と思います。 

・放課後の遊び場所が圧倒的に少ない 

・子供を預けられる施設が少ないと感じました。待機児童もそうですが、時間で預け

られる、遊ばせられる場所がもう少しあると嬉しいです。 

・地域のお年寄りと子どもがお互いの遊びを教えあったり、お互いに話ができるよう

な家庭や学校以外の居場所が増えると助かる。 
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Ｑ10. より良い子育て環境の促進・実現のために、豊見城市に求めるものはどれですか。 

児童福祉に関する取組について、特に力を入れてほしいと思う施策の中で、「児童館

や子育て支援センター等、こどもが遊び学べる場所の設置や設備内容の充実」が 73％

で最も高く、同設問の他項目と比較しても際立った結果となっています。 

 

 自由記述回答結果一覧（一部抜粋） 

・昨今は暑さで外遊びも難しいが、小学生が遊びに行ける施設がない。 

・真夏の暑い日に遊べる水場や、室内の遊び場を増やしてほしい。 
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②豊見城市市民意識調査 

目 的：「第５次豊見城市総合計画」に関連する各施策の目標指標の現状値及び各施策

に対する市民ニーズについて把握・分析し、今後のまちづくりへ反映させるた

め調査を実施しています。 

回答数：562 件（回答率：28.1％） 

 

【アンケート結果（概要）】 

○まちづくりに対する満足度、重要度について（5 段階評価） 

”重要度”において、「子どもの未来支援」が 4.35 ポイントで、全 34 施策中第 1 位の

ポイントとなっていることから、本施策における市民ニーズの高さがうかがえます。 

一方で、同施策の”満足度”は 3.11 ポイントにとどまっており、重要度とのギャップが

全体で 2 番目に大きい施策となっています。 
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３．屋内遊戯施設の設置目的 

３－１ 設置目的 

屋内遊戯施設の設置は、単に子どもたちに遊びの場を提供するだけではなく、地域社会が

抱える様々な課題の解決につながる重要な意義を持っています。 

 

（１）子どもの健全な発達機会の提供 

現代社会では、外遊び機会の減少、スクリーンタイム（テレビやスマートフォンなどの

画面を見る時間）の増加によりコミュニケーション能力や社会性、集中力、創造性といっ

た非認知能力の低下や運動不足による身体発達への影響、沖縄特有の気候要因による外遊

びの困難化といった課題があります。屋内遊戯施設は、次の観点から子どもの健全な発達

機会の提供を図ります。 

①天候に左右されない屋内で体を動かす遊びを提供することで運動不足を解消し、基礎的

な運動能力の向上を促します。 

②遊びの中で他者と関わり、コミュニケーション能力や社会性等の非認知能力を育む。 

③遊具を使った遊びで五感を刺激し、試行錯誤を通じて創造性や集中力を高めるなど、非

認知能力の向上に大きく寄与します。 

④経済状況や居住環境に関わらず、安全で質の高い遊びの機会を提供することで、心身の

健全な発達における機会の不均衡を是正し、運動の二極化を防止します。 

 

（２）子育て世帯への支援と安全・安心な居場所の提供 

外遊びにおいて事故や不審者といった安全上の懸念や家庭・学校以外に自由に過ごせる

居場所不足、共働き化・核家族化が進む中での保護者の育児ストレスや地域からの孤立と

いった子育て世帯の課題があります。屋内遊戯施設において、次の観点から子育て世帯へ

の支援と安全・安心な居場所の提供を図ります。 

①外部からの危険を排除した安全で質の高い空間を提供し、子どもたちがのびのびと過ご

せる居場所としての役割を果たします。 

②インクルーシブな遊具を導入し、すべての子どもたちが分け隔てなく一緒に遊び、互い

を認め合う共生社会の促進に寄与します。 

③天候に左右されず子どもを安全に遊ばせられることで、育児負担の軽減を図る。 

④親同士が自然に交流できる機会を創出し、子育てに関する情報交換や相談の場などの居

場所となることで、子育て世帯の孤立防止に貢献します。 

⑤遊びの中で自然と社会のルールを学び、しつけや生活習慣の形成につながります。 
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（３）公平な遊び機会の確保、地域コミュニティの活性化や地方創生 

経済的・地理的制約による遊び機会の不公平、地域コミュニティの希薄化といった課題

があります。屋内遊戯施設は、次の観点から公平な遊び機会の確保や地域コミュニティの

活性化・地方創生を図ります。 

①市民の誰でも利用しやすいよう利用料金を安価に設定することで、公平な遊び機会を提

供し、子どもの健全な成長に必要な体験の格差是正を目指します。 

②地域全体の交流拠点として多世代交流イベントの実施や地域団体との連携により地域コ

ミュニティの活性化を図ります。 

③質の高い屋内遊戯施設は、安心して子どもを産み育てられる魅力的な子育て環境を創出

し、若い世代の定住促進と転出抑制することで地方創生に貢献します。 

④子育て支援の充実が、出産や子育てへの前向きな意識を醸成し、地域の活力維持と持続

可能な発展に大きく寄与します。 

 

（４）公民連携による持続可能な運営 

子どもの健全な成長支援や子育て世帯の孤立防止など、公共的役割を担う施設ですが、

その建設・運営には多大なコストと専門性が必要となります。公共単独ではサービスの提

供に限界があるため、公民連携による施設運営が求められます。屋内遊戯施設は、次の観

点から公民連携による持続可能な運営を目指します。 

①公民連携を積極的に導入することで、民間の専門知識やノウハウ、創意工夫を施設運営

に活用し、サービスの質向上を図ります。 

②将来的に指定管理者制度によるコスト削減や民間事業者による自主財源確保（物販、飲

食、スポンサーシップなど）を促進することで、公費に依存しない持続可能な運営体制

の構築を図ります。 

 

（５）屋内遊戯施設が果たす役割と期待される効果 

本市の子育て支援施策は、その重要性が高い一方で、満足度が低いという大きなギャッ

プがあります。屋内遊戯施設の設置は、このギャップを埋め、政策効果を最大化する上で

極めて有効な取り組みです。さらに、子どもの健やかな成長支援、子育て世帯が安心して

暮らせる社会の実現、ひいては地域全体の活力と持続可能性向上にも貢献する重要な役割

を担います。 
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３－２ 幼児期運動指針と遊具の設置効果 

（１）幼児期運動指針について 

文部科学省スポーツ庁は、幼児期の健やかな成長と運動能力の発達を促すため「幼児期

運動指針」を策定しています。幼児期における運動の意義は、心身全体を使い様々な活動

を行うことで、多様な動きの習得、心肺機能や骨形成への寄与、そして生涯にわたる健康

維持や意欲育成といった豊かな人生の基盤を築く上で極めて重要です。 

 

体力・運動能力の向上 ・・・ 神経機能が著しく発達するこの時期に、遊びを通じた身体

活動で運動を調整する能力を高めることは、けが防止や児

童期以降の運動機能の基礎形成につながります。 

健康的な体の育成 ・・・・・ 適切な運動は丈夫でバランスのとれた体を育み、肥満や生

活習慣病の予防など、生涯にわたる健康的で活動的な生活

習慣の形成に役立ちます。 

意欲的な心の育成 ・・・・・ 伸び伸びと体を動かす遊びは健やかな心の育ちを促し、成

功体験を通じて何事にも意欲的に取り組む態度を養いま

す。 

社会適応力の発達 ・・・・・ 友達との遊びを通じて、ルール遵守、自己抑制、コミュニ

ケーション、協調性といった社会性を育みます。 

認知的能力の発達 ・・・・・ 運動は脳の多くの領域を使用し、状況判断や思考判断を要

する全身運動は、脳の運動制御機能や知的機能の発達、豊

かな創造力にもつながります。 

 

（２）運動の発達の特性と動きの獲得の考え方 

文部科学省スポーツ庁は、幼児期を生涯にわたる運動の基盤を築く非常に大切な時期と

位置づけています。この時期の運動は、「動きの多様化」（バランス、移動、用具操作など

多様な基本的な動きの獲得）と「動きの洗練化」（動き方の習熟）という二つの方向性が

あります。 

動きの多様化とは、年齢とともに獲得する動きが増大することです。通常、体を動かす

遊びや生活経験などを通して、易しい動きから難しい動きへ、一つの動きから類似した動

きへと、多様な動きを獲得していくことになります。 

動きの洗練化とは、年齢とともに基本的な動きの運動の仕方（動作様式）がうまくなっ

ていくことです。幼児期の初期（3 歳から 4 歳ごろ）では、動きに「力み」や「ぎこちな

さ」が見られるが、適切な運動経験を積むことによって、年齢とともに無駄な動きや過剰

な動きが減少して動きが滑らかになり、目的に合った合理的な動きができるようになりま

す。 
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（３）運動の推奨 

幼児期は、生涯にわたる運動の基礎を築き心身を総合的に発達させる重要な時期です。

運動は大人が一方的にさせるのではなく、幼児が自発的に遊びを通して行うべきで、家庭

や地域活動も含め、毎日合計 60 分以上、楽しく体を動かすことが推奨されています。 
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（４）学校における体力向上と熱中症対策 

小学校学習指導要領体育科においては、「体つくり運動」が低学年から位置付けられて

おり、その内容としては、低学年に「多様な動きをつくる運動遊び」、中学年に「多様な

動きをつくる運動」が示されています。 

低学年・中学年においては、体力を高めることを直接の目的として行うのではなく、楽

しく運動しながら、体の基本的な動きを身に付けることが重要です。そのことによって、

動きの感覚が磨かれ、動きのこつをつかみやすくなりなります。このように、この時期に

基本的な動きを身に付けることは、将来的な体力の向上や様々なスポーツの技能を習得し

やすくすることにつながります。 

また、環境省と文部科学省は熱中症警戒アラートの対応として、令和 3 年 5 月に「学校

における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」を策定しました。この手引きでは、暑さ

指数(WBGT)が 31 以上の場合、運動を原則中止するなどの指針が示されています。熱中症

警戒アラートの発表回数は年々増加傾向にあり、今後、暑さ指数の高い環境下での運動制

限はさらに増加すると予測されます。 

 

（５）遊具の設置効果 

大型遊具が子どもたちの運動能力に与える効果は、様々な身体能力テストや身体活動量

測定を用いて定量的に評価されています。特定の遊具や年齢層、測定方法によって具体的

な数値は異なりますが、多くの研究で次のような運動能力の向上が示されています。 

 

①バランス能力の向上 

大型遊具、特に不安定な要素や高低差のある遊具（揺れる橋、クライミングウォール、

平均台など）での遊びは、平衡感覚や姿勢制御能力を養います。 

定量的な評価としては、片足立ち持続時間、バランスディスク上での安定性、または特

定のバランステスト（例：スターバランステスト）のスコア改善が報告されることがあり

ます。遊具利用群が非利用群と比較して、これらのテストで有意に長い時間バランスを保

てたり、より高いスコアを示したりすることが示されています。 

 

②巧緻性（協応性・器用さ）の向上 

遊具の操作（ロープを掴む、棒をくぐる、ハシゴを登るなど）は、手と目の協調性、足

と目の協調性、そして全身の器用さを高めます。 

定量的な評価としては、とび越しくぐりテスト、手先の器用さテスト、または特定の運

動課題（例：ボール操作、ジグザグ走行）の所要時間や正確性で測定されます。遊具遊び

を通して、これらの動作をより速く、より正確に行えるようになることが示唆されていま

す。 
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③筋力・持久力の向上 

登る、ぶら下がる、跳ぶ、走り回るといった動作は、全身の筋力（特に握力、脚力、体

幹）と心肺持久力を鍛えます。 

定量的な評価としては、立ち幅跳びの距離、握力測定、またはシャトルランや 20m 走

などの心肺持久力テストの記録改善が挙げられます。遊具遊びを日常的に行う子どもたち

が、これらの測定値でより良いパフォーマンスを示す傾向にあります。 

 

④身体活動量の増加 

大型遊具は子どもたちを積極的に動かすため、全体の身体活動量の増加に繋がります。

加速度計などのウェアラブルデバイス※を用いた研究では、遊具がある環境では、子ども

たちの中強度から高強度の身体活動時間が増加し、座っている時間が減少することが定量

的に示されています。例えば、遊具利用時におけるエネルギー消費量（METs）の増加や、

総歩数の増加が確認されることがあります。 

 

※身体に装着して活動量などを計測する小型の情報端末の総称 
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４．屋内遊戯施設の設置事例の調査 

４－１ 設置事例の調査 

（１）沖縄県内の事例調査 

①波の上わくわくキッズランド 

所 在 地 沖縄県那覇市 

営 業 時 間 平日 10:00～19:00、休日 9:00～19:00 

面 積 － ㎡ 

利 用 料 金 こども 700 円（1 時間）、おとな 600 円（1 日） 

施設の特徴 
「エスパーナ」の２階にある室内遊び場 

飲食持ち込み可能。2024 年 9 月にリニューアル 

施 設 概 要 

［わくわくターザンロープ］ロープをつかんですべっていく 

［ふわふわウェーブランド］とんだりはねたりするエリア 

［キッズジム］思いっきり体を動かすことができるジャングルジム 

［キッズクライミング］注意力とバランス感覚を鍛えられる 

［お仕事体験コーナー］ごっこ遊びを体験できる 

［わくわくカフェ］のんびりカフェタイム 

［パーティルーム］お誕生日会やママ友会など利用シーンはさまざま 
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②The Kids 沖縄パレット久茂地店 

所 在 地 沖縄県那覇市 

営 業 時 間 平日 10:00～19:00、休日 10:00～20:00 

面 積 720 ㎡ 

利 用 料 金 
こども 平日 1,000 円（1 日） 休日 1,500 円（１日） 

おとな 500 円（1 日） 

施設の特徴 
商業施設「パレットくもじ」にある室内遊び場 

出入り自由(リストバンド)で飲食持ち込み可能 

施 設 概 要 

巨大ジャングルジム、ボールプール、エアースライダー、ボルダリング、

トランポリン、エアースライダー、プラズマカー、おままごとコーナー、

ゲームコーナー、飲食スペース 
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③あそびパーク PLUS サンエー浦添西海岸パルコシティ店 

所 在 地 沖縄県浦添市 

営 業 時 間 10:00～20:00 

面 積 314 ㎡ 

利 用 料 金 

こども 平日 2,080 円（1 日）、700 円（30 分） 

休日 2,100 円（2 時間）、800 円（30 分） 

おとな 平日 700 円（1 日） 

休日 800 円（2 時間）、800 円（30 分） 

施設の特徴 
商業施設「サンエー浦添西海岸パルコシティ」にある室内遊び場 

５つのコーナーに子どもの好奇心を刺激してくれる遊具がいっぱい 

施 設 概 要 

［デジタルボールフィールド］巨大スクリーンにボール当てて楽しむ 

［イマジネーションヒルズ］身体を動かす遊びやアナログな遊び 

［クリエイターズヴィレッジ］ごっこ遊びができるコーナー 

［ミニチュアキングダム］動物・乗り物等のミニチュアあそび 

［ベビーテラス］18 か月までの乳幼児専用の遊び場 
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④ちきゅうのにわ イオンモール沖縄ライカム店 

所 在 地 沖縄県北中城 

営 業 時 間 10:00～20:00 

面 積 1,400 ㎡ 

利 用 料 金 

こども 平日 1,600 円（1 日）、1,200 円（1 時間） 

休日 1,400 円（1 時間） 

おとな 平日 800 円（1 日）、600 円（1 時間） 

休日 700 円（1 時間） 

施設の特徴 
商業施設「イオンモール沖縄ライカム」にある室内遊び場 

こどもが遊びながら地球のおもしろさを学べるキッズパーク 

施 設 概 要 

［空エリア］遊びへの入り口 

［火山エリア］マグマみたいなボールプール、噴火する仕掛けも 

［森エリア］世界のおもちゃが集まっている 

［都市エリア］ごっこ遊びで様々な職種になりきって遊ぼう 

［氷山エリア］つるつるスライダーやボールシャワーが降ってくる 

［地層エリア］砂場で砂と道具を使ってどんなことができるかな 

［山エリア］子どもたちの知恵や想像力を育むエリア 

［北極エリア］飛び跳ねたり、ターザンになって風を切ったり 
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⑤やんばる森のおもちゃ美術館 

所 在 地 沖縄県国頭村 

営 業 時 間 10:00～16:00（休館日：木曜日） 

面 積 800 ㎡ 

利 用 料 金 
こども 村内 200 円、村外 1,000 円 

おとな 村内 400 円、村外 1,400 円 

施設の特徴 
「やんばるの森」を遊びながら感じる体験型ミュージアム 

大規模リニューアルでプレイエリアがこれまでの約 4 倍に拡大 

施 設 概 要 

［赤ちゃん木育ひろば］木のぬくもりたっぷりの木育ひろば 

［ごっこファーム］果物や野菜の収穫・カッティングあそびが楽しめる 

［やんばるの森］世界自然遺産のやんばるの森を再現したコーナー 

［ガジュマルハウス］モニュメントハウス、滑り台になっている 

［おもちゃのまち］ごっこあそびが楽しめる 

［おもちゃこうぼう］木のおもちゃづくりが体験できる 
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（２）県外の事例調査 

①こじゅうろうキッズランド（白石市子育て支援・多世代交流複合施設） 

所 在 地 宮城県白石市 

営 業 時 間 10:00～16:30（休館日：木曜日） 

面 積 1,400 ㎡ 

利 用 料 金 １人 300 円、半年間パスポート 3,000 円 

施設の特徴 
年齢に応じて楽しんでもらうために３つのエリアを設置 

体を使って元気いっぱい遊べる迫力満点の大柄遊具 

施 設 概 要 

［わくわくパーク］小学生中心に元気に遊べるような大型遊具 

［のびのびランド］幼児用のエアー遊具やボールプール等設置 

［すくすくひろば］ままごとセットや電車のおもちゃなど 

［わいわいサロン・ほっとサロン］飲食スペース、交流の場として活用 

［ミニステージ］大道芸やコンサートなどのイベントを開催 

［よむよむひろば］選りすぐりの絵本が勢揃い 
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②屋内遊び場 mirocco みろっこ（掛川市屋内遊び場） 

所 在 地 静岡県掛川市 

営 業 時 間 9:30～17:00 （定休日：火曜日休館日） 

面 積 900 ㎡ 

利 用 料 金 市内在住者 400 円、市外在住者 500 円 

施設の特徴 

365 日みんなが集まりたくなる遊び場をコンセプトに 

地域団体や協力企業等と連携しイベントやワークショップを多数開催 

土日祝日は 90 分の入れ替え制 

施 設 概 要 

［ぐるぐるのやま］体を大きく動かして遊べるエリア 

［ハイハイのはら］赤ちゃんが安心して遊べるおもちゃがたくさん 

［わくわくベース］工作やごっこ遊び、読書ができるエリア 

［ひとやすみラウンジ］ゆったり休憩することができるエリア 
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③ハレラテつばめ（燕市屋内こども遊戯施設） 

所 在 地 新潟県燕市 

営 業 時 間 9:00～17:00（休館日：毎月５の倍数日 ※土日祝除く） 

面 積 1,485 ㎡ 

利 用 料 金 
こども 市内 0 円、市外 400 円 

おとな 市内 0 円、市外 300 円 

施設の特徴 

それぞれの成長に応じた遊びができるように、３つのひろばを配置。 

年齢に応じた遊具は定期的に入れ替えるため何度来ても楽しめる。 

利用は定員制、入れ替え制となっている。 

施 設 概 要 

［よちよちひろば］ベンチで囲われ安心して遊ばせられる 

［すくすくひろば］ロープのぼりやすべり台など寄り添いながら遊ぶ 

［わいわいひろば］クライミングやエアー遊具などチャレンジしたく

なる遊具で楽しむ 
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④あそぼっちゃ（行橋市屋内型子ども遊び場） 

所 在 地 福岡県行橋市 

営 業 時 間 10:00～18:00（休館日：水曜日） 

面 積 1,470 ㎡ 

利 用 料 金 
こども 市内 200 円、市外 300 円 

おとな 無料 

施設の特徴 
商業施設「ゆめタウン南行橋市」に屋内遊び場を整備中 

（令和 8 年 3 月にオープン予定） 

施 設 概 要 

［０～２歳エリア］社会的スキルや感覚を育む 

［３～６歳エリア］トライ＆エラーを学ぶ 

［６～12 歳エリア］想像力と運動能力を高める 
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４－２ 事例から見る近年の施設整備の傾向 

事例からは施設整備の方向性として以下の傾向が見受けられます。 

 

①様々な年齢層が楽しく遊ぶことができる環境づくり 

あらゆる年齢層の子どもたちが安心安全に配慮しながら、楽しく遊ぶことのできる環境

づくりが多くの施設で行われていた。各施設とも「乳児」と「幼児」が分離されたゾーニ

ング設定をしています。 

 

②からだを思いっきり動かせる「立体的」「平面的」な遊びの空間づくり 

天井に高さがある施設は遊び空間を立体的に整備することで、施設内の空間的資源を有

効に活用し、高低差を活かした体を動かす遊びを提供している。高さがない施設では跳ね

たり、転がったり、走り回る形態の体の動かし方を提供しています。 

 

③インクルーシブな空間設計 

障がいの有無、年齢などに関わらず、誰もが一緒に楽しめるインクルーシブ遊具の導入

している傾向が見られる。単に遊具を設置するだけでなく、物理的・心理的なバリアを取

り除き交流できる空間づくりが施されています。 

 

④保護者もゆっくり時間を過ごせる環境の創出 

飲食自由の休憩・交流エリアを設けている施設も多く、保護者の方々も子どもを見守り

ながら、ゆっくりとのんびり時間を過ごせる配慮が施されています。 

 

⑤安心して遊べる衛生環境の提供 

入れ替え制を導入している施設もあり、利用者が入れ替わるタイミングで施設の清掃や

消毒、片付けを行うことで衛生的な環境の提供に配慮しています。 

 

⑥商業施設や複合施設との連携 

複合施設や商業施設内に設置されるケースも増えており、商業機能と連携することで、

地域の活性化や利便性向上に繋がっています。 

 

⑦屋内遊戯施設の公共化 

県外の事例では、子育て支援や地域活性化を目的として、多くの地方公共団体で屋内遊

戯施設の整備が進んでいます。民間運営に比べ低価格で利用できる場合が多く、雨天時や

夏冬の厳しい気候条件下でも快適に遊べる場所として需要が高まっています。 
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５．施設整備方針 

５－１ 整備方針 

○思いっきり遊ぶことができる施設 

子どもたちが夢中になって走ったり、跳んだり、全身を使って自由に身体を動かし、 

家族や友達と思いっきり遊ぶことができる開放的な遊び場を提供します。 

 
 

○何度も行きたくなる施設 

子どもたちの尽きない好奇心とチャレンジ精神を刺激し、訪れるたびに新たな体験や 

発見ができるような遊び場を提供します。 

 
 

○安全で安心な施設 

誰もが安全に安心して遊べるよう、年齢別の遊び場や、障がいの有無にかかわらず、  

みんなが一緒に楽しめる遊び場を提供します。 

 
 

○交流ができる施設 

子ども同士はもちろんのこと、親同士や祖父母など多くの世代が施設を訪れ、一緒に 

楽しい時間を過ごしながらゆっくりとくつろげる遊び場を提供します。 

 
  

・空間特性を生かしたダイナミックな大型遊具の設置 

・走り回ったり、飛び跳ねたりできる広々としたフリースペースの確保 

・様々な遊び行動を誘発する遊具の設置 

・多彩なイベント（季節やテーマに合わせた工作、ワークショップ）などを開催 

・年齢別ゾーニングを行い事故のリスクを軽減 

・転倒や衝突時の衝撃を吸収するクッション素材を使用 

・定期的な清掃や消毒を行い衛生的な環境を維持 

・遊具の日常点検や法定点検の徹底による安全確保 

・空調管理の環境の下、熱中症対策 

・屋内環境により、害獣(ハブ等）、害虫(スズメバチ等)との遭遇リスクの軽減 

・子どもと大人が一緒に遊んだりできる遊具やアクティビティを配置 

・子どもたちを見守りながら同伴者が休めるスペースを整備 
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５－２ 必要機能の整理・検討 

（１）施設の機能 

①遊び場機能 

・ 「走る」「跳ぶ」「登る」「ぶら下がる」等子どもが思いっきり身体を動かすしたりできる各

種遊具を設置（大型遊具、ネット遊具、ボールプール、ボルタリングなど） 

・発達段階に応じたゾーニング（乳児エリア、幼児エリア、児童エリアなど） 

・知育の要素を取り入れた遊具を設置 

②休憩・交流機能 

・保護者等が子どもたちを見守りながら滞在できるスペース 

・飲食可能な休憩スペース 

③多目的機能 

・体験イベントやワークショップができるようなスペース 

・図書、絵本コーナー 

④その他機能 

・授乳スペースやおむつ交換スペースなど乳幼児のケアができるスペース 

・ベビーカーや手荷物の保管のための収納スペース 

・弾力性のある床材や滑りにくい床材を用いるなど安全に過ごせる環境 

・空調管理の整った環境 

 

（２）施設の規模 

施設の機能を考慮し、次のとおり規模を想定しますが、設計等によっては機能の構成や

面積規模の変更もあり得ます。 

 

  屋内遊戯施設全体 

（約１，０００㎡） 

①遊び場機能 

（約７００㎡） 

③多目的機能 

（約１００㎡） 

④その他機能 

（約１００㎡） 

②休憩・交流機能 

（約１００㎡） 

※トイレ、駐車場等の周辺整備は含まない。 
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６．施設計画 

６－１ 整備候補地の選定 

（１）整備手法の比較検討 

屋内遊戯施設の整備手法は、その性質や目的、利用可能な資源によって多様な選択肢が

あります。主な手法としては、「公共施設の新設」「公共施設の改修」「民間施設の活用」

の３つが挙げられます。それぞれの特徴を踏まえ、予算、時間、立地、求める施設の機能

性などを総合的に考慮し、最も適した整備手法を検討することが重要です。 

 

➀公共施設の新設 

近年の物価・資材高騰や建設業全体の人材不足により、公共施設を新設する場合の建設 

コストは高額となることが予想されます。市内全域を対象に、屋内遊戯施設（約 1,000 ㎡）

が整備可能か検討を行いました。 

・建物の整備費用は、近年整備・契約された屋内遊戯施設の実績等を勘案して、本施設の

規模（延床面積 1,000 ㎡）に換算して算定した結果、関連附帯設備を含めた建築工事費

は RC 造で約 14 億円、S 造で約 8.4 億円と試算されます。 

［検討結果］整備可能な市有地の調査を行いましたが、屋内遊戯施設の設置に適した市有

地は確認できませんでした。 

屋内遊戯施設一覧 

施設名 所在地 開館年月 延床面積 事業費 構造 ㎡単価 

コパル 山形県山形市 R4.4 3,200 ㎡ 38 億 5000 万円 

RC 造 
1,401 

千円 
ハレラテつばめ 新潟県燕市 R7.9 1,500 ㎡ 24 億円 

新川こども施設 富山県魚津市 R9.8 2,700 ㎡ 30 億円 

S 造 
848 

千円 
屋内遊び場施設 秋田県大仙市 R9.12 1,500 ㎡ 10 億 5900 万円 

やんばる森の 
おもちゃ美術館 

沖縄県国頭村 R8.3 600 ㎡ 4 億円 

※「やんばる森のおもちゃ美術館」は関連附帯設備を含まない。 

➁公共施設の改修 

既存施設を改修して有効活用することは、限られた資源の有効利用であり、持続可能な

社会の実現に資する観点からも極めて有効な手法であり、新築に比べて建設コストの抑制

が期待できます。 

［検討結果］関係各課へ市内の公共施設の空きスペースを調査した結果、室内遊戯施設の

設置に適した施設やスペースは確認できませんでした。 
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③民間施設の活用 

既存の民間施設を改修して活用することで、新築に比べて建設コストの抑制が見込まれ

ます。また、既存テナントなどとの相乗効果による集客も期待できます。 

・市内商業施設へのヒアリング調査の結果、1,000 ㎡程度の空きスペースを持つ「豊崎ラ

イフスタイルセンターTOMITON」を候補として検討しました。 

［検討結果］現地確認の結果、広さと高さに十分な余裕があり、遊具の設置が可能である

と判断しました。さらに、周辺道路や駐車場が整備されておりアクセス性が高いこと、

バス停が近く公共交通機関の利用も可能であることから、屋内遊戯施設の整備に適して

いると評価しました。 

（２）整備手法の比較検討結果 

①～③の整備手法を比較検討した結果は次のとおりです。 

比較項目 ➀公共施設の新設 ➁公共施設の改修 ③民間施設の活用 

初期投資 
非常に高額（建設費、設計費、土地

取得費など） 
△ 

新設よりは低額だが、改修規模によ

り高額化の可能性あり（構造補強、

設備更新等） 

○ 
比較的低額（遊具の整備費用や内

装、軽微な改修費、賃料のみ） 
◎ 

整備期間 
長期間を要する（用地選定、設計、

建設工事） 
△ 

新設よりは短時間だが、既存施設の

調査、設計、工事に時間を要する 
○ 

短期間で整備可能（既存施設を活

用） 
◎ 

用地確保 新たに用地を確保する必要がある △ 
既存公共施設を利用するため不要

だが現状空きスペースがない 
△ 既存民間施設を利用するため不要 ◎ 

設計の 

自由度 

非常に高い（用途に合わせた最適

な設計や別機能を追加するなど複

合整備が可能） 

◎ 
既存の構造や設備の制約を受ける

ため、新設よりは低い 
○ 

制約がある（既存建物の構造やレ

イアウトに依存） 
○ 

維持 

管理費 

高額（施設の老朽化対策、大規模修

繕費用など） 
△ 

一定の施設改修費が必要。老朽化

の具合により多くかかる可能性も

ある。 

○ 
比較的低額（賃料、共益費、日常的

な維持管理費など） 
◎ 

立地・ 

アクセス 

用地選定によるが、中心部では取得

困難な場合や用地費が高額になる

可能性がある。 

－ 
既存の公共施設の立地に依存（必

ずしも利便性が高いとは限らない） 
－ 

既存施設の立地に依存（商業施設

の場合は利便性が高い傾向） 
－ 

周辺環境 

新規に創出（周辺施設との連携は

計画次第）場所によっては、インフ

ラ等の整備が必要 

○ 既存の公共施設の立地に依存 ○ 
既存の商業施設や飲食店との相乗

効果が期待できる 
◎ 

行政 

手続き 
多くの許認可、手続きが必要 △ 

新設よりは簡素だが、大規模改修や

用途変更に関する許認可が必要 
○ 

比較的少ない（賃貸契約、用途変更

など） 
◎ 

事業 

リスク 

コスト超過、工期遅延リスクが高

い 
△ 

既存施設の老朽化による予期せぬ

追加工事が発生するリスクがある 
○ 

契約期間、賃料変動や建物の取り

壊しなどのリスクがある 
○ 

経済効果 
公共施設単独では、自動販売機の

売り上げ等効果は限定的 
△ 

公共施設単独では、自動販売機の

売り上げ等効果は限定的 
△ 

民間施設内の飲食、商業への波及

効果が期待される 
◎ 

市民 

サービス 

公共施設単独では遊び場・交流広

場の提供に限定される 
△ 

公共施設単独では遊び場・交流広

場の提供に限定される 
△ 

民間施設内の他コンテンツと相乗

効果の図れたサービスの提供が期

待される 

◎ 

評価 △ △ ◎ 
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（２）候補地の検討結果 

近年の物価・資材高騰等により公共施設を新設する場合の建設コストが高額となること

や、整備可能な市有地や既存公共施設に屋内遊戯施設の設置に適したスペースがない現状

を踏まえ、代替案として既存商業施設の活用を検討した結果、「豊崎ライフスタイルセンタ

ーTOMITON」を整備候補地として選定します。 

［選定した主な理由］ 

・大型遊具設置に適した高さと広さのスペースがある。 

・新築と比べ大幅な建設コスト削減と早期開設が見込める。 

・周辺の飲食店等との相乗効果や利用者の利便性が高まり、利用の促進につながる。 

・過去の遊具設置実績から、施設の用途に対する理解度と親和性が高い。 

・充分な駐車スペース、主要アクセス道路からの利便性、バス停が近いなど優れた立地

とアクセス環境が整っている。 

・他の市内商業施設については、テナント貸しとして意向を示す施設もあったが、高さ

や広さが確保できない等要件が合わなかった。 

 

（３）整備予定地 

①施設概要 

名 称 豊崎ライフスタイルセンターTOMITON 

住  所 沖縄県豊見城市字豊崎１－４１１ 

構  造 鉄骨造２階建 竣 工 年 平成 19 年 

営業時間 10:00～22:00（年中無休） 駐車台数 860 台 

 

②位置図 

 

豊崎中 

豊崎小 

TOMITON 
あしびなー 

道の駅 
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③位置図（拡大） 

 
 

④現場写真 
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６－２ 整備スケジュール 

開業までの想定スケジュールは次のとおりです。 

ただし、スケジュールについては、今後の詳細検討や関係機関との協議等により変更する

可能性があります。 

 

区分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 

基本計画         

公募         

設計         

工事         

開館準備       開業  

 

６－３ 概算事業費と財源 

（１）概算事業費 

項目 金額（税込） 

基本設計業務 6,600 千円 

実施設計業務 15,400 千円 

整備工事費 198,000 千円 

計 220,000 千円 

※概算事業費については、資材や人件費の高騰、基本設計・実施設計によって変更することもあり得ます。 

 

（２）財源 

・財源については、国の交付金等の確保を目指すとともに、地方財政措置制度のある地方

債を活用するなど、実質的な本市の財政負担の軽減が図れるよう努めていきます。 

 

・ふるさと応援寄附や企業版ふるさと納税による資金の調達など、本市独自の財源確保の

方策についても検討していきます。  
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７．管理運営計画 

７－１ 運営の基本的な考え方 

（１）管理運営形態 

施設の管理運営については、民間事業者のノウハウや専門性を活用することにより、効

率的かつ柔軟な運営が可能となります。また、創意工夫によって利用者に対するサービス

を高めることが期待できることから、指定管理者制度または業務委託での運営を検討しま

す。 

 

（２）開館時間、休館日のイメージ 

類似事例の開館時間等について、開館時間を 9 時または 10 時、閉館時間を 17 時から

20 時の間で設定している施設がありました。また、土日祝日は混雑を緩和するため予約に

よる時間入れ替え制としている施設がありました。類似事例の運営状況を踏まえて、開館

時間等のイメージは次のとおりです。 

開館時間 １０：００～１９：００（土日祝日は入れ替え制を検討） 

休館日 なし 

※TOMITON 営業時間：10:00～22:00（年中無休） 

 

（３）利用料金のイメージ 

屋内遊戯施設の利用料金は、施設の持続的な運営に必要な維持管理費（施設賃貸借料含

む）、人件費、光熱水費、遊具の保守費用、安全管理費用などを賄うことを主な目的とし

て設定されます。 

地方公共団体が施設を設置する際、「市内料金」と「市外料金」の設定が検討されます

が、市民の利便性向上や公平な費用負担のメリットに対し、受付業務の煩雑化、市外利用

者の増加が期待できないといったデメリットも伴います。 

利用料金の設定にあたっては、魅力的な施設として持続可能な運営を図ること、子育て

家庭が利用しやすい環境を整えること、そして安全で快適な空間を維持すること、これら

を総合的に考慮し検討を進めます。 
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（４）定員数のイメージ 

①基本的事項 

・屋内で安全快適に遊べる環境を保つために、定員を設定することを検討します。 

・混雑が想定される日については、事前予約制の導入を検討します。 

 

②定員数 

・遊びのエリアに対しての必要となる一人当たりの広さを基にすると、約 240 人となりま

すが、これに一定の余裕を持ち 200 人を想定します。 

機能 
想定 

床面積 

一人あたり 

面積 
算定定員 予定定員 

遊び場機能（乳児エリア） 150 ㎡ 1.98 ㎡ 75 人 60 人 

遊び場機能（幼児・児童エリア） 550 ㎡ 3.30 ㎡ 165 人 140 人 

休憩・交流機能 100 ㎡ - - - 

多目的機能 100 ㎡ - - - 

その他機能 100 ㎡ - - - 

計 1,000 ㎡ - 約 240 人 200 人 

※一人当たりの面積は、児童福祉施設最低基準（保育室又は遊戯室の面積 1.98 ㎡以上、

屋外遊戯施設 3.30 ㎡以上）を参考にしています。 

※消防法施行規則第一条の三による収容人員の算定は、約 330 人（1,000 ㎡÷3 ㎡≒330

人）となるため、定員数の低い「児童福祉施設最低基準」の数値を参考数値とします。  
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８．資料 

第三期豊見城市子ども・子育て支援事業計画（抜粋） 

（１）統計データ分析 

①総人口及び世帯数の推移 

本市の総人口は昭和 20 年以降、継続して増加を続け、令和２年において６万４千人を

超えています。また、世帯数においても総人口同様に増加を続けており、令和２年で２万

４千世帯を超えています。 
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②年齢３区分別人口の推移 

年齢３区分別人口の推移では、総人口に対する生産年齢人口の割合は県全体とほぼ同程

度で緩やかではありますが増加傾向となっています。年少人口数は平成２年から減少傾向

にありましたが、平成 17 年から増加傾向に転じています。老年人口は平成２年以降、明

らかな増加傾向が認められ、本市においても高齢化が進んでいることがわかります。 
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③出生の動向 

本市の出生数は平成 25 年の 934 人をピークに増減を繰り返しながら減少傾向にあります。 
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④婚姻・離婚の動向 

本市の婚姻件数は県と同様に平成 21 年の 402 件をピークに増減を繰り返しながら緩や

かな減少傾向にあり、離婚件数は近年 150 件から 160 件程度の横ばいで推移しています。 
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⑤ひとり親世帯の推移 

本市のひとり親世帯の数は平成 12 年から増加傾向にあり、令和２年では 627 世帯とな

っています。内訳をみると母子家庭が多く令和２年においては父子家庭の 10 倍となって

います。母子家庭においては、県全体が減少傾向であるのに対して豊見城市は増加傾向に

あり、父子家庭は横ばいに推移しています。 
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（２）人口推計 

①総人口と年少人口 

令和７年度の総人口は令和６年度と同程度で、令和８年から増加すると見込まれます。

年少人口（０～14 歳）の人口は令和４年度から減少し、今後もゆるやかに減少していく

と見込まれます。 

 

・総人口 
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・年少人口（０歳～14 歳） 
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教育・保育事業や子育て支援体制の状況 

（１）教育・保育施設等の状況 

①認可保育施設利用申込者数の推移 

認可保育施設の申込者数はやや減少傾向で推移しており、令和６年４月では 3,283 人

で、前年よりも 72 人、令和２年度からは 139 人減少しています。 

年齢別にみると、令和２年度から令和６年度まで継続的に０歳児は 250 人前後、１歳児

から５歳児は 600 人前後の申込者数となっています。 
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②認可保育施設 

本市における認可保育施設は、令和６年４月現在において、認可保育園 18 園（公立１

園、私立 17 園）、認定こども園 16 園（公立１園、私立 15 園）、小規模保育施設７園、事

業所内保育施設６園となっています。 

 

(ア)認可保育所(園)の定員と利用児童数（市外からの利用園児含まず） 
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(イ)認定こども園（保育）の定員と利用児童数（市外からの利用園児含まず） 

 
 

(ウ)地域型保育事業 小規模保育施設の定員と利用児童数（市外からの利用園児含まず） 
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(エ)地域型保育事業 事業所内保育施設の定員と利用児童数（市外からの利用園児含まず） 

 

③教育施設 

令和６年４月現在の認定こども園（教育）の定員は 345 人、利用児童数は 267 人とな

っています。５歳児の利用が多く 107 人が利用しています。 

・認定こども園（教育）の定員と利用児童数（市外からの利用園児含む） 
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（２）地域における子ども・子育て支援の状況 

①地域子育て支援拠点事業 

市内には地域子育て支援センターが３か所あり、相談や子育て家庭の交流の場等となっ

ています。年間の延べ利用児童数は令和５年度で 10,855 人となっています。 

 
 

②養育支援訪問事業 

子育てに不安を抱えていたり、さまざまな理由で子どもの養育に支援を必要としている

家庭に対して、訪問により養育に関する相談、指導、助言、家事、育児、援助等を行って

います。 

令和６年度からは、家事・養育に係る援助や子育てに関する情報提供は「子育て世帯訪

問支援事業」で行っています。 

 
 

③子育て世帯訪問支援事業 

子どもの養育について支援が特に必要な家庭で、ヘルパーが自宅を訪問し、養育に関す

る支援を行っています。（令和６年度から実施） 

  



49 

 

（３）子どもの居場所づくりの状況 

①小学校の状況 

豊見城市内の小学校の児童生徒数の推移を見ると、令和 3 年には 5,278 人であったのに

対し、令和 7 年には 5,148 人と 4 年間で 130 人減少しています。 

 

(ア)豊見城市の小学校児童生徒数の推移                単位：人 

 
 

(イ)豊見城市の小学校別児童数            単位：人（各年 5 月 1 日現在） 

学校名 
児童数 

令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 令和 7 年 

1 上田小学校 836 892 901 910 926 

2 長嶺小学校 520 534 515 532 528 

3 座安小学校 499 499 479 478 475 

4 豊見城小学校 663 676 700 666 666 

5 伊良波小学校 600 554 529 500 489 

6 とよみ小学校 651 655 661 666 654 

7 豊崎小学校 816 793 757 739 699 

8 ゆたか小学校 693 712 709 712 711 

合計 5,278 5,315 5,251 5,203 5,148 
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②放課後児童クラブ 

(ア)利用児童数の推移 

本市の放課後児童クラブにおけるクラブ数、利用児童数は増加傾向にあります。令和６

年５月時点、市内には 39 か所の放課後児童クラブがあり、1,442 人が利用しています。 

 
 

(イ)放課後児童クラブ別の利用児童数 

本市には 39 か所の放課後児童クラブがあり、1,442 人が利用しています。１年生の利用

がもっとも多く、令和６年度では 501 人となっているほか、２年生でも 449 人の利用が

あります。高学年になると利用は非常に少なくなっています。 
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③放課後子ども教室 

放課後子ども教室の実施数は、令和６年度で８か所となっています。利用児童は令和２

年度から令和４年度にかけて増加していましたが、その後、令和６年度に向けて減少して

います。１年生から３年生までの利用が多く、５、６年生の利用はありません。 

 

 
  

(ア)利用児童数の推移 

(イ)放課後子ども教室の利用児童数利用児童数の推

移 
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④児童館 

市内の児童館は伊良波中学校区、長嶺中学校区の２か所に設置されていて、子どもの居

場所、地域との関係づくり、保護者支援の場となっています。年間の延べ利用者数は令和

５年度で 23,725 人となっています。主に小学生が利用していますが、中・高校生の利用も

多く、令和５年度では 3,368 人となっています。 

 

 

(ア)利用者数の推移 

(イ)児童館の利用者数 


